
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標「学びを力に、つながりを礎に、未来を拓く児童の育成」 

令和７年度 
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命の大切さを考える防災教育公開事業 
９月２７日（土）地域・家庭・学校合同のわら

びっこ防災教室にご参加いただきありがとうご

ざいました。今後も学年で「防災」について考

える取り組みがあります。防災教育の活動につい

て、ぜひ、お子様との話題にしていただけたらと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

１０月のスクールカウンセラー日程 
１ 宮内カウンセラー（市派遣・週１回） 

２日(木)・９日(木)・１６(木)・２３(木) 

３０日（木） 

２ 藤川カウンセラー（県派遣・月１回） 

７日（火） 

＊両カウンセラーとも時間は、10:00～15:30 です。 

利用をご希望の場合は予約が必要となりますので、

教頭井上までご連絡をお願いします。 

地域・PTA 除草作業について（再掲） 

本年度２回目の除草作業を以下の日程で行いま

す。地域の皆様、保護者の皆様、児童、教職員で協

力し、作業を通して関わりを深めたいと思ってい

ます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

実施日 令和７年１０月２４日（金） 

時 間 １５：００～１６：００ 予備日なし 

後期の日課について 

 本校は、前期・後期の２期制で教育課程（学

習活動）を実施しています。後期は１０月１４

日（火）から始まります。日課の変更がある学

級は１０日（金）に、新しい日課表を配付しま

す。 

（※日課表の変更がない場合は日課表の配付は

ありません。） 

給食時の座席について 

 これまで、新型コロナウィルス感染症もあ

り、給食の時に前向きで食べていましたが、後

期から学年の実情に応じて、数人の班で食事を

とる形を予定しています。アレルギーなど、食

事の際に注意が必要な場合は、学級担任にご相

談ください。 

なお、感染症流行の時期など、学校判断で全

員が前を向いて食事をすることがあります。 

インターネットの世界でも実社会と同じよう

に、守らなければならない法律やルールがありま

すし、人と人とが付き合う上でのマナーやモラル

を守ることも必要です。スマートフォンの普及に

伴い、子どもの心身を狙った犯罪の被害にあった

子どもの数が増えています。 

保護者が継続的に子どものインターネット利用

を見守っていくことも大切です。子どもにスマー

トフォン、タブレット端末を持たせるときは、以

下のポイントを参考にしてください。 

（１）適切にインターネットを利用させる 

「何のために必要なのか」について親子で目的

やルールにを話し合い、保護者の責務とし

て、子どもの利用状況をしっかりと確認をお

願いします。 

（２）親子で家庭のルールをつくる 

  保護者と子どもで話し合い、インターネット

利用について家庭内のルールづくりをお願い

します。インターネットの危険な面について

も子どもに丁寧に説明し、ルールを一方的に

押し付けるのではなく、なぜそのルールが必

要なのかお話しいただけますと有難いです。 

＜家庭のルール（例）＞ 

・接続するサイトやダウンロードするアプリは

保護者と確認する。 

・個人を特定される情報を書き込まない。 

・インターネット上で、誰かの悪口は言わな

い。 

・利用料金や利用時間を決める。 

・ルールを守れなかった時のルールを決める。 

・困ったことがあれば、必ず保護者にすぐに相

談する。 

学校への車での送迎について(お願い) 

 警察署の指導のもと、登下校の際に、敷地内

への車の乗り入れは、事故防止の観点から原則

として禁止します。車等で送迎する場合は、学

校から５０ｍ～１００ｍ程度離れた位置での乗

降をお願いいたします。なお、怪我等のやむを

得ない事情がある場合は、学校までご相談くだ

さい。学校敷地内の安全のため、皆様のご理解

とご協力をお願いいたします。 


